
事業団福利厚生について １８年４月現在

（１）　休暇（有給）

種別 項目 内容 休暇日数

年次有給休暇 半日単位で取得可 年２０日

病気休暇 負傷又は疾病のため療養が必要な場合 ３か月

結婚 結婚する場合 ７日

妻の出産 妻が出産するとき ３日

忌引き 親族の喪に服するとき １日～１０日

祭日 父母、配偶者、子の祭日 慣習上必用な期間

生理休暇 女性職員が生理のため就業が困難な時 ３日以内

産前産後 出産する場合 産前８週産後８週

妊娠障害等
妊娠に関わる場合で、通院や就業が困難な場
合

１日～１４日

育児時間 子供が生後１年３ヶ月になるまで １日２回（９０分)

リフレッシュ １０年、２０年、３０年表彰を受けた者 ５日

夏期特別 夏期における健康管理のため ５日（７，８，９月)

ボランティア
自発的かつ報酬を得ないでボラティア活動に
従事

５日以内

家族休暇 子が１８歳に達するまでの検診、学校行事等 １日

看護休暇 中学校就学始期に達しない子を看護する場合 ５日

（２）　休暇（無給）

種別 項目 内容 休暇日数

介護休暇
配偶者、２親等内の親族等を介護する場合
（９０日までの期間については雇用保険から
給付有り）

１８０日以内

育児休業
子供が１歳に達する日の前日まで取得
無給期間については雇用保険から育児休業給
付金の給付有り

（３）　被服貸与

　　　看護服、靴等、被服貸与。

（４）　健康保険

　　　政府管掌の健康保険制度に加入。（被保険者負担割合は介護保険非該当者で４１／１０００）

（５）　年金

　　　厚生年金保険に加入。（被保険者負担割合は６９．６７／１０００）

（６）　雇用保険

　　　育児休業給付、介護休業給付、失業給付等の給付。（被保険者負担割合は７／１０００）

（７）　労働災害補償保険

　　　業務上あるいは通勤途上で負傷した場合に療養費等の給付。

（８）　大阪民間社会福祉従事者共済会

　　　結婚、出産、子供の入学等の給付、各種福利制度、貸付制度。（加入者負担額６６０円/月）

（９）　職員互助会

　　　当事業団職員で構成する互助共済組織。各種給付、貸付制度。（負担割合５／１０００）

（10）　職員宿舎

　　　金剛コロニー内に職員宿舎があります。

特別休暇


